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「エコマークアワード 2011」募集のお知らせ
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エ コマークは (財)日本環境協会が自主的に運営し ている事

業です。エコマークの活動予算は、すべて認定企業の皆様か

らのエ コマーク使用料および商品認定申込者の皆様からの

商品認定審査料でまかなわれています。 「エコマークニュー

ス」 では、 「エコマーク事業実施要領」 に基づき、 エコマーク

事業に関する情報を提供し ています。

認定基準に関するお知らせ

認定基準の制定

　 以下の認定基準が制定されま し たので、 お知らせいた し ます。

◆認定基準は （ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｅｃｏｍａｒｋ.ｊｐ/ｎｉｎｔｅｉ.ｈｔｍｌ） をご覧 く ださい。

類型番号 商品類型名 制定日 有効期限

１４８ 楽器 Ｖｅｒｓｉｏｎ１.０  分類 A. 消音ピア ノユニッ ト （新基準） ２０１１ 年 ６ 月 １５ 日 ２０１８ 年 ６ 月 ３０ 日

〈認定基準制定の背景〉

「楽器」 は教育現場や家庭などにおいて接する機会

が多い製品であ り 、 演奏を通し た環境教育面の効果が

期待され、 また、 環境への意識が高い音楽家の活動を

通じ た楽器ユーザーの啓発効果など も想定されます。

　 本商品類型では、 まず分類 A と し てア コーステ ィ ッ

ク ピア ノ の長期使用を促す 「消音ピア ノ ユニ ッ ト 」 を

取 り 扱 う こ と と し ま し た。 「消音ピア ノ ユニ ッ ト 」 は、

従来のピア ノ に取 り 付ける こ と で音を鳴ら さずに鍵盤

の動き をデジ タル信号化し、 ピア ノ音をモデ リ ングす

る ものであ り 、 消費者が家庭で眠っている ピア ノ に対

し て 「廃棄」 の前に 「再生」 と い う 選択を促すこ と を

目的と し て認定基準を制定し ま し た。

エコマーク事務局では、エコマーク商品等、環境配慮型商品普及への優れた取り組み

を表彰する「エコマークアワード」を今年も実施いたします。この表彰制度は、環境配慮

型商品普及に関する優れた取り組みを広く公表するとともに、エコマーク商品等のより

一層の普及拡大を通じて、持続可能な社会の実現に寄与することを目的として、2010

年度に創設されたものです。第2 回となる今年度の募集概要は以下のとおりです。

〈表彰について〉

● 賞の種類：エコマークアワード 金賞（1 件）、銀賞（2 件程度）、奨励賞（3 件程度）[公募]

プロダクト・オブ・ザ・イヤー（2 件程度）[公募なし]

● 選考～表彰の流れ：一次審査（書類審査）、本審査（プレゼンテーション、2011 年11 月下旬予定）を経て

2012 年 1 月上旬に受賞者を発表します。表彰式は 2012 年 2 月に行う予定です。

〈募集について〉

● 募集対象：エコマーク認定商品保有企業またはエコマーク商品等の普及に貢献している企業、団体

（なお、プロダクト・オブ・ザ・イヤーはエコマーク認定商品の中から選考します。）

● 募集期間：2011 年 8 月 5 日（金）～ 9 月30 日（金） 

◆詳細はエコマーク事務局ホームページ（http : // www.ecomark. jp/award/award_2011.html）をご覧ください。
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類型番号 商品類型名 改定日 改定のポイ ン ト

１１２ 文具 ・ 事務用品 Ｖｅｒｓｉｏｎ１.１３ ２０１１ 年 ４ 月 １ 日
消し ゴム、 ステープラに関する基準をグ リ ーン

購入法と整合

１１９ パーソナルコ ンピュータ Ｖｅｒｓｉｏｎ２.５ ２０１１ 年 ４ 月 １ 日 省エネルギーの基準をグ リ ーン購入法と整合

１２８ 日用品 Ｖｅｒｓｉｏｎ１.１２ ２０１１ 年 ８ 月 １ 日 ブラ シ部分の交換可能な歯ブラ シを追加

認定基準の改定

　 以下の認定基準の部分的な改定を行いま し たので、 お知らせいた し ます。 （Ｖｅｒｓｉｏｎ の Ｎｏ.は改定前のもの）

　 以下の認定基準の部分的な改定を行いますので、 お知らせいた し ます。 [改定日 ： ２０１１年１０月１日] （Ｖｅｒｓｉｏｎの

Ｎｏ.は改定前のもの）

◆改定点の詳細については、 （ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｅｃｏｍａｒｋ.ｊｐ/ｋｉｊｙｕｎ_ａｒｃｈｉｖｅｓ.ｈｔｍｌ） をご覧 く ださい。

商品類型番号 ・ 類型名 改定のポイ ン ト

グ リ ーン購入法 特定調達品目とエコマーク認定

基準と の整合に関する部分改定

１１７　複写機 Ｖｅｒｓｉｏｎ２.１０、 １１９　パーソナルコ ンピュータ Ｖｅｒｓｉｏｎ２.６、

１２２　プ リ ン タ Ｖｅｒｓｉｏｎ２.７、 １２９　廃食用油再生せっけん Ｖｅｒｓｉｏｎ１.４、

１３２　ト ナーカート リ ッジ Ｖｅｒｓｉｏｎ１.６、 １３３　デジ タル印刷機 Ｖｅｒｓｉｏｎ１.７、

１３５　太陽電池を使用し た製品 Ｖｅｒｓｉｏｎ１.５

環境偽装問題時に停止し た基準項目に関する部

分改定

１３２　ト ナーカー ト リ ッジ Ｖｅｒｓｉｏｎ１.６、

１４２　イン ク カー ト リ ッジ Ｖｅｒｓｉｏｎ１.２

委員会報告

運営委員会 （第 ２６ 回）

　 第２６ 回運営委員会が、 ２０１１年 ３月 ９ 日に開催され

ま し た。 審議 ・ 報告事項は以下の とお り です。

〈審議 ・ 報告事項〉

１．平成 ２２ 年度エコマーク事業の実施状況について報

告が行われま し た。

２．平成 ２３ 年度エ コ マー ク 事業計画およ び予算（案）

について審議が行われ、 承認されま し た。

３．商品ラ イ フ ス テージ環境負荷項目選定表の改定に

ついて審議が行われ、 承認されま し た。

４．エコマーク表示方法に関する規定等の改定につい

て報告が行われました。

◆資料等詳細は （ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｅｃｏｍａｒｋ.ｊｐ/ｕｎｅｉ_

ｉｎｆｏ.ｈｔｍｌ#２６） をご覧 く ださい。

基準審議委員会 （第 ４ 回）

　 第４回基準審議委員会が ２０１１年３月２３日に開催さ

れま し た。 審議 ・ 報告事項は以下の とお り です。

〈審議事項〉

１．エコマーク商品類型 （認定基準） 案について

　 （１） 「楽器 Ｖｅｒｓｉｏｎ１.０」

２．エコマーク商品類型 （認定基準） の部分的な改定に

ついて （Ｐ.２ 参照）

　 （１） Ｎｏ.１１２ 「文具 ・ 事務用品 Ｖｅｒｓｉｏｎ１.１３」

　 （２） Ｎｏ.１１９ 「パーソナルコンピュータ Ｖｅｒｓｉｏｎ２.５」

３．エ コ マー ク での難燃剤の取 り 扱いに関する現状の

整理について

〈報告事項〉

４．第 ２６ 回エコマーク運営委員会について

基準審議委員会 （第 ５ 回）

　 第５回基準審議委員会が２０１１年７月１日に開催され

ま し た。 審議 ・ 報告事項は以下の とお り です。

〈審議事項〉

１．エコマーク商品類型 （認定基準） 案について

　 （１） 「小売店舗 Ｖｅｒｓｉｏｎ１.０」 （Ｐ.２ 参照）
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認定商品に関する取り組みのご紹介

日本生協連がエコマークの取り組みを強化

■エコマーク等の基準を重視

　 日本生活協同組合連合会 （日本生協連） は、 環境問

題に対し て く ら しの中ででき る こ と から取 り 組みたい

と い う 組合員の思いに応え、 １９９０ 年か ら環境に配慮

し た商品の開発 ・ 販売を本格化し、 その一環と し てエ

コマーク の認定取得に取 り 組んでき ま し た。

　 その後、 地球環境をめぐ る さ まざまな問題が顕在化

し て きた こ と等を踏まえ、 ２０１０年に 「２０２０年に向け

た生協の新たな環境政策」 を策定。 低炭素社会、 自然

共生社会、 循環型社会の ３ つの視点から持続可能な社

会の実現を目指す方向性を打ち出し、 環境配慮商品に

関する考え方や取 り 組みについて も見直し を行いま し

た。

　 具体的には、 エコマークや有機ＪＡＳ など社会的に認

知された外部基準を、 日本生協連ＣＯ・ＯＰ商品の環境

配慮商品基準 と し て導入する こ と と し ま し た。 また、

ＣＯ ・ ＯＰ商品の環境配慮商品に関し て、 エコマーク等

の認定取得を これまで以上に積極的に進める方針を打

ち出し ま し た。 このほか、 外部の基準等に該当し ない

環境配慮商品を ＣＯ・ＯＰ商品の環境配慮商品の対象か

ら外すなど、 客観性を高める と と もに消費者に と って

わか り やすい環境表示を追求し、 環境配慮商品の購入

促進に努めています。

■エコマーク認定商品の拡充を目指す

　 日本生協連では 「２０２０ 年に向けた生協の新たな環

境政策」 を踏まえ、 エコマーク認定商品の拡充に力を

入れてお り 、 環境配慮商品の開発段階からエコマーク

の認定基準を重視し た対応を進めています。 ２０１０ 年

以降、認定商品数は着実に増加し てお り 、２０１１年７月

時点で日用品などの品目を中心に ３７ 商品に達し てい

ます。

　 また、 エコ マーク認定商品の普及を図る ためには、

消費者の認知度を高め実際の購入行動に結びつける こ

と が重要であ る と の認識から、 商品の前面にエコマー

ク表示を行 う 等の工夫をするほか、 宅配のカ タ ロ グに

おけるマーク の表示や店頭での情報提供などについて

も検討し てい く 考えです。

「エ コ マーク は日本で最も認知さ れた環境ラベルで

あ り 、 エコマーク と生協が連携を強化し てい く こ と に

よ り 、 環境配慮商品の普及促進に寄与でき る もの と期

待しています」 （日本生協連 環境事業推進室）。日本生

協連では、 今後も積極的にエコマーク の認定取得に取

り 組むと と も に、 エコマーク認定商品をはじめ とする

環境配慮商品に対する消費者の認知度向上と購入促進

に努め、 持続可能な生産と消費の実現につなげていき

たい と し ています。

◆日本生活協同組合連合会のウ ェブサイ ト 「環境につ

いて考えた コープ商品」

ｈｔｔｐ://ｇｏｏｄｓ.ｊｃｃｕ.ｃｏｏｐ/ｌｉｎｅｕｐ/ｅｃｏ/
日本生協連のエコマーク認定商品例

（ト イレ ッ ト ペーパー、詰め替え用洗剤）

◆基準審議委員会の資料等詳細は （ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｅｃｏｍａｒｋ.ｊｐ/ｋｉｊｙｕｎ_ａｒｃｈｉｖｅｓ.ｈｔｍｌ） をご覧下さい。

２．エコマーク商品類型 （認定基準） の部分的な改定に

ついて （Ｐ.２ 参照）

　 （１） グ リーン購入法 特定調達品目とエコマーク認定

基準と の整合に関する部分改定

　 （２） 環境偽装問題時に停止し た基準項目に関する部

分改定

　 （３） Ｎｏ.１２８ 「日用品 Ｖｅｒｓｉｏｎ１.１２」

〈報告事項〉

３．エコマーク商品類型 （認定基準） の制定について

　 （１） 「楽器 Ｖｅｒｓｉｏｎ１.０」 （２０１１ 年 ６ 月 １５ 日制定）

（Ｐ.１ 参照）
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【エコマーク事務局からのお知らせ】

■エコマークのシンボル使用について

　 今般、 「エコマーク のシンボル使用に関する規定」 を

改定し、 エコマーク を環境保全のシンボル と し て、 よ

り 使いやす く 、 よ り 広い範囲でご使用いただける よ う

にな り ま し た。 エコマークは多 く の調査等で高い認知

度を示し ています。 環境意識の向上や環境保全の推進

に向け、 ぜひご活用 く だ さ い。 詳 し く は （ｈｔｔｐ://

ｗｗｗ.ｅｃｏｍａｒｋ.ｊｐ/ｓｙｍｂｏｌ.ｈｔｍｌ） をご覧 く ださい。

■エコマーク商品認定証のデザイ ンが変わり ま した

　 このたび 「エコマーク商品認定証」 のデザイ ンを刷

新し、 併せて複写等によ る偽造防止対策 （レ イ ンボー

箔） を講じ る こ と にし ま し た。 これによ り 、「エコマー

ク商品認定証」 （日本語版、 英語版） の追加・再発行も

可能 と な り ま し た （有償）。 詳し く は （ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.

ｅｃｏｍａｒｋ.ｊｐ/ｋｓ_ｔｅｔｓｕｚｕｋｉ２.ｈｔｍｌ） をご覧 く ださい。

トピックス

エコマーク―中国環境ラベル相互認証協定を締結

２０１１年４ 月２８日、 （財）日本環境協会は 「中国環境

ラベル」 を運営する中国環境保護部環境認証セン ター

（ＣＥＣ） と の間で、 「日本エコマーク と中国環境ラベル

間の相互認証協定」 を締結し ま し た。 調印式は、 第１３

回日中韓三カ国環境大臣会合 （ＴＥＭＭ１３） 期間中に

行われた日中二カ国間会談後に、 近藤昭一 ・ 環境省副

大臣 （日本） および周 生賢 ・ 環境保護部長 （中国） の

立ち会いのも と で行われま し た。

　 エコ マーク では、 ２００５ 年に日中間の相互協力協定

を締結し て以降、 日中間および日中韓 ３ カ国で さ まざ

まな面で協力関係を構築し てまい り ま し た。 このたび

の協定では、 これまで進めてきた取り組みが実を結び、

日中の ２ つの環境ラベル機関が、 お互いに相手国にお

ける唯一の環境ラベル審査代理機関であ る こ と を認め

合 う 等、 相互認証の実施に向けた基本的な原則が合意

されま し た。

　 今後、 認証手順、 運用規則、 相互認証の対象と な る

商品カテゴ リ の取 り 決めなどに関する具体的な協議を

経て、 相互認証の運用が開始される予定です。

ＧＥＮ 役員会に出席しました

２０１１年５月６日、 ７日に、 世界エコ ラベ リ ング ・ ネ

ッ ト ワ ー ク （Ｇｌｏｂａｌ　Ｅｃｏｌａｂｅｌｌｉｎｇ　Ｎｅｔｗｏｒｋ、 以下

ＧＥＮ） の役員会がウ ク ラ イナのキエフで開催され、 エ

コ マーク事務局よ り ＧＥＮ の役員を努める宇野事務局

長および ＧＥＮ 総務事務局担当者が出席し ま し た。

　 会議 で は、 ＧＥＮ 国際協調 エ コ ラ ベル シ ス テ ム

（ＧＥＮＩＣＥＳ） の監査報告、 国連環境計画 （ＵＮＥＰ） な

ど関連の国際機関 と の連携、 ＧＥＮ のウ ェブサ イ ト の

リ ニューアルをはじめ と し た活動内容や運営について

議論が行われま し た。 また、１０ 月末に台湾で開催が予

定されている ＧＥＮ 年次総会のプロ グ ラ ムの検討も行

われま し た。

日中環境ラベル相互認証協定の調印式の様子


